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税務訴訟資料 第２７３号（順号１３８５８） 

 

 熊本地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号、同第●●号 所得税等更正処分の一部取消請求事

件（以下、順に「第１事件」、「第２事件」という。） 

 国側当事者・国（熊本西税務署長） 

 令和５年６月９日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告         甲 

 被告         国 

 同代表者法務大臣   齋藤 健 

 処分行政庁      熊本西税務署長 

            城森 和弘 

 同指定代理人     田中 義一 

 同          一丸 聖 

 同          黒田 哲弘 

 同          山本 知恵 

 同          山神 暁恵 

 同          田中 潤 

 同          野田 翔吾 

 同          宮城 光 

 同          馬場 智暉 

 同          寺本 史郎 

 同          福田 和哉 

 同          橋本 健一 

 同          嶋野 友二 

 同          鈴木 章義 

 同          尾野 泰洋 

 

    主    文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は、原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ 第１事件 

  （１）処分行政庁が令和３年１０月２５日付けでした原告の平成３０年分所得税及び復興特別所

得税の更正処分（以下「平成３０年分更正処分」という。）のうち、分離短期譲渡所得０円、

分離長期譲渡所得０円、納付すべき税額９３００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決

定処分（以下「平成３０年分賦課決定処分」といい、平成３０年分更正処分と併せて「平成
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３０年分更正決定等」という。）を取り消す。 

  （２）被告は、原告に対し、３２万７８００円及びこれに対する納付日から支払済みまで年５分

の割合による金員を支払え。 

  ２ 第２事件 

  （１）処分行政庁が令和３年１０月２５日付けでした原告の令和元年分所得税及び復興特別所得

税の更正処分（以下「令和元年分更正処分」といい、平成３０年更正処分と併せて「本件各

更正処分」という。）のうち、上場株式等の課税所得０円、納付すべき税額マイナス３万２

９６３円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分（以下「令和元年分賦課決定処分」

といい、本件令和元年分更正処分と併せて「令和元年分更正決定等」という。また、平成３

０年分賦課決定処分と令和元年分賦課決定処分を併せて「本件各賦課決定処分」という。）

を取り消す。 

  （２）被告は、原告に対し、９万４１９３円及びこれに対する納付日から支払済みまで年５分の

割合による金員を支払え。 

 第２ 事案の概要 

  １ 原告は、平成３１年２月７日、熊本市西区●●所在の土地及び建物（以下、同土地を「本件

土地」、同建物を「本件建物」という。）の各共有持分（以下「本件各持分」という。）の譲渡

による譲渡所得を分離課税の譲渡所得として、平成３０年分の所得税及び復興特別所得税

（以下「所得税等」という。）の確定申告書を処分行政庁に提出した（以下「平成３０年分確

定申告」という。）。また、原告は、令和２年３月１６日、Ａ株式会社の株式（以下「本件株

式」という。）の譲渡による譲渡所得を総合課税の長期譲渡所得として、令和元年分の所得税

等の確定申告書を処分行政庁に提出した（以下「令和元年分確定申告」という。）。 

    第１事件は、原告が、平成３０年分確定申告の後に、本件各持分の譲渡による譲渡所得は、

総合課税の譲渡所得として所得税等の額の計算をすべきとして更正の請求（以下「平成３０

年分更正の請求」という。）をしたところ、処分行政庁が、更正をすべき理由がない旨の通知

処分（以下「平成３０年分通知処分」という。）をするとともに、譲渡所得の金額に誤りがあ

るとして平成３０年分更正決定等をしたことから、平成３０年分更正決定等について、本件

各持分の譲渡による譲渡所得を総合課税の譲渡所得として所得税等の額を計算すべきであり、

また、原告が本件土地の共有持分の贈与を受けた際に納付した贈与税の額の１４万５９００

円及び原告の母が本件土地の共有持分の贈与を受けた際に納付した贈与税の額のうち原告が

相続により取得した割合を乗じた額である７万２９５０円（以下「本件贈与税」という。）が

本件土地の譲渡による譲渡所得の取得費に該当するのに譲渡所得の金額を算定するに当たっ

て本件贈与税相当額を控除しなかったことは違法である旨を主張して、その取消しを求める

とともに、処分行政庁による平成３０年分更正決定等により、納付済みの所得税の額から原

告が納付すべきであると考える税額の差額に相当する損害を受けたとして、国家賠償法１条

１項に基づき、３２万７８００円及びこれに対する納付日から支払済みまで民法（平成２９

年法律第４４号による改正前のもの。以下同じ。）所定年５分の割合による遅延損害金の支払

を求める事案である。 

    第２事件は、原告が、令和元年分確定申告の後に、源泉徴収税額の計上漏れにより納付すべ

き税額が過大であるとして更正の請求（以下「令和元年分更正の請求」という。）をしたとこ

ろ、処分行政庁が、令和元年分更正の請求について、源泉徴収額の計上漏れには理由がある
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ものの、分離課税の譲渡株式等の譲渡所得に該当するものを総合課税の長期譲渡所得に当た

るとしたこと等に誤りがあるとして、校正すべき理由がない旨の通知処分（以下「令和元年

分通知処分」といい、平成３０年分通知処分と併せて「本件各通知処分」という。また、本

件各更正処分、本件各通知処分及び本件各賦課決定処分をまとめて、「本件各更正決定等」と

いう。）をするとともに、令和元年分更正決定等をしたことから、令和元年分更正決定等につ

いて、上場株式の譲渡による譲渡所得を総合課税の譲渡所得として所得税等の額の計算をす

べきであるため違法である旨を主張して、令和元年分更正決定等の取消しを求めるほか、処

分行政庁による令和元年分更正決定等により、納付済みの所得税の額から原告が納付すべき

であると考える税額の差額に相当する損害を受けたとして、国家賠償法１条１項に基づき、

９万４１９３円及びこれに対する納付日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅

延損害金の支払を求める事案である。 

  ２ 関係法令等の定め 

    別紙のとおり（なお、別紙における表題で定義を付けたものは、以下の本文中でも用いる。）。 

  ３ 前提事実 

    証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実（以下「前提事実」という。）が認められる。 

  （１）原告による本件各持分の取得の経緯及び譲渡 

    ア 原告は、以下のとおり、本件土地の共有持分１８分の３を取得した（乙１の２）。 

    （ア）平成４年９月４日付けで、共有持分２７分の２を贈与により取得 

    （イ）平成５年２月２２日付けで、共有持分２７分の１を贈与により取得 

    （ウ）平成２５年４月２６日付けで、共有持分１８分の１を相続により取得 

    イ 原告は、平成２６年９月５日付けで本件建物の共有持分２分の１を売買により取得した

（乙１の３）。 

    ウ 原告は、平成３０年２月１４日付けで本件土地を他の共有者とともに、原告の共有持分

１８分の３に応じた譲渡価額２９７万円で譲渡した。原告の共有持分に応じた取得費は、

１４万８５００円であり、原告の共有持分に応じた譲渡費用は、９１４０円であった（乙

１の２）。 

      また、原告は、同日付けで、本件建物を、他の共有者とともに、原告の共有持分２分の

１に応じた譲渡価額４６万２９６２円で譲渡した（乙１の３）。原告の共有持分に応じた

取得費は、４１万２３３５円であり、原告の共有持分に応じた譲渡費用は、８６００円で

あった（乙１の２）。 

  （２）本件株式の取得の経緯及び譲渡等 

    ア 原告は、本件株式を１株当たり●●円の平均買付価格で取得した。 

    イ 原告は、令和元年１２月２５日付けで、本件株式１０４５株を１株当たり２６７０円で

売却し、約定金額及び精算金額として２７９万０１５０円を取得した（乙２）。 

  （３）課税処分等の経緯 

     平成３０年分確定申告、平成３０年分更正の請求、平成３０年分通知処分、平成３０年分

更正決定等、平成３０年分通知処分に対する原告の審査請求、平成３０年分更正決定等につ

いての原告の審査請求及びこの審査請求に対する国税不服審判所長の裁決の経緯は、別表１

「所得税等に係る課税処分等の経緯」の平成３０年分欄に記載のとおりである。 

     令和元年分確定申告、令和元年分更正の請求、令和元年分通知処分、令和元年分更正決定
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等、令和元年分更正決定等についての原告の審査請求及びこの審査請求に対する国税不服審

判所長の裁決の経緯は、別表１「所得税等に係る課税処分等の経緯」の令和元年分欄に記載

のとおりである。 

  （４）本件訴えの提起 

     原告は、令和４年８月１日、本件訴え（第１事件、第２事件）を提起した（顕著な事実）。 

  ４ 本件各更正決定等の根拠及び適法性に関する被告の主張 

    本件各更正決定等の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記５における主張のほか、別

紙「本件各更正決定等の根拠及び適法性に関する被告の主張」に記載のとおりである。 

  ５ 争点及びこれに関する当事者の主張 

    本件における争点は、第１事件及び第２事件について、（１）本件各持分及び本件株式の譲

渡による各譲渡所得について、措置法が適用されて分離課税の対象となるか、所得税法が適

用されて総合課税の対象となるか、第１事件について、（２）本件贈与税が本件土地の譲渡に

よる譲渡所得の取得費に該当するか、である。 

  （１）争点（１）（本件各持分及び本件株式の譲渡による各譲渡所得について、措置法が適用さ

れて分離課税の対象となるか、所得税法が適用されて総合課税の対象となるか）について 

    （原告の主張） 

     所得税法３３条１項及び２項並びに所得税基本通達３３－１が譲渡所得の起因となる資産

の範囲から土地、建物及び上場株式等の資産を除外していないこと、措置法の上場株式等に

係る配当所得等（措置法８条の４）と上場株式等に係る譲渡所得（措置法３７条の１１）に

関する各規定はほぼ同様であり、前者については申告分離課税が選択できるとされているこ

とから、後者についてもこれと同様に解すべきであること、措置法１条が所得税の軽減のた

め税額の計算につき所得税法の特例を設ける旨規定していることに照らせば、譲渡所得への

分離課税に関する措置法の規定は、所得税法を適用する場合と比べて所得税が軽減される場

合に限って適用されると解釈すべきであるから、本件各持分及び本件株式の譲渡による譲渡

所得は、措置法の規定による分離課税ではなく、所得税法の規定による総合課税の対象とす

べきである。 

    （被告の主張） 

     措置法３１条１項、３２条１項及び３７条の１１第１項は、土地及び建物又は上場株式等

の譲渡による譲渡所得につき、いずれも所得税法２２条及び８９条並びに１６５条の規定に

かかわらず、他の所得と区別し、分離課税の対象とする旨規定しているところ、文理上、措

置法３１条１項、３２条１項及び３７条の１１第１項の規定に該当するものについては、所

得税法２２条（課税標準）、８９条（税率）及び１６５条（総合課税に係る所得税の課税標

準、税額等の計算）の各規定の適用が排除され、措置法の上記各規定が適用されて、分離課

税の対象となることは明らかである。したがって、本件各持分の譲渡による譲渡所得につい

ては、土地ないし建物の譲渡による譲渡所得として措置法３１条又は３２条が適用され、本

件株式の譲渡による譲渡所得については、措置法３７条の１１第１項が適用され、いずれも

分離課税の対象となる。 

  （２）争点（２）（本件贈与税が本件土地の譲渡による譲渡所得の取得費に該当するか）につい

て 

    （原告の主張） 
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     相続税法２１条の２、所得税基本通達６０－２及び措置法３９条の各規定や、贈与税は不

動産取得税と同じく不動産の贈与を受けた際に支出するものであることからすると、相続税

は、資産を取得するために通常必要と認められる費用といえる。 

    （被告の主張） 

     所得税法３８条１項に基づき、譲渡所得の計算において控除される「資産の取得費」や、

これに含まれる「資産の取得に要した費用」については、当該譲渡の対象とされた個別の資

産ごとに定まることが必要と解されるところ、贈与税は、財産の価額に相当する経済的価値

を課税対象とするものであって、個々の贈与財産に着目し、その財産ごとに課税するもので

はないから、「資産の取得に要した金額」には該当せず、「資産の取得費」には含まれない。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 争点（１）（本件各持分及び本件株式の譲渡による各譲渡所得について、措置法が適用され

て分離課税の対象となるか、所得税法が適用されて総合課税の対象となるか）について 

  （１）措置法１条は、所得税法の特例を設けることについて規定する旨を定めているところ、措

置法３１条１項、３２条１項及び３７条の１１第１項は、土地及び建物又は上場株式等の譲

渡による譲渡所得について、所得税法２２条及び８９条並びに１６５条の規定にかかわらず、

他の所得と区別し、分離課税の対象とされる旨を明確に定め、その文理上、課税標準（所得

税法２２条）、税率（同８９条）、総合課税にかかる計算（同１６５条）についての所得税法

の規定の適用を排除しているから、措置法の上記各規定に該当する譲渡所得は、いずれも所

得税法に基づく総合課税によらず、分離課税の対象としていることが明らかである。 

  （２）原告は、①所得税法３３条１項及び２項並びに所得税基本通達３３－１が譲渡所得の起因

となる資産の範囲から土地、建物及び上場株式等の資産を除外していないことや、②措置法

の上場株式等に係る配当所得等（措置法８条の４）と上場株式等に係る譲渡所得（措置法３

７条の１１）に関する各規定はほぼ同様であり、前者については申告分離課税が選択できる

とされており、後者についてもこれと同様に解すべきであることから、本件各持分及び本件

株式の譲渡による譲渡所得について、措置法の規定に基づく分離課税ではなく、所得税法に

基づく総合課税によって所得税等の額を計算すべきことを選択できる旨主張する。しかしな

がら、前記（１）で述べたところに加え、措置法１条の定めを踏まえると、上記各規定と所

得税法の総合課税に関する規定は、特別法と一般法の関係にあると解される以上、所得税法

３３条１項及び２項並びに所得税基本通達３３－１が譲渡所得の基因となる資産の範囲から

土地、建物及び上場株式等の資産を除外していないからといって、納税申告者に総合課税に

よるか分離課税によるかの選択権を与えているわけではないのは明らかであるから、①の主

張は採用できない。また、措置法８条の４第２項は、特定上場株式等の配当等に係る配当所

得について申告分離課税の対象とされる旨の同条１項の適用を受けるのは、同項の規定の適

用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限られるとするところ、上

場株式等の譲渡による譲渡所得については、これに対応する規定がないから（措置法３７条

の１１参照）、措置法３７条の１１第１項が、上場株式等の譲渡による譲渡所得について、

分離課税とするか、総合課税とするかの選択権を納税者に与えているものとは解されず、②

の主張は採用できない。 

     さらに、原告は、措置法１条が所得税の軽減のため税額の計算につき所得税法の特例を設

ける旨規定していることに照らせば、譲渡所得への分離課税に関する措置法の規定は、所得
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税法を適用する場合と比べて所得税が軽減される場合に限って適用されると解釈すべきであ

る旨主張するが、措置法１条が、「所得税（中略）を軽減し、若しくは免除し、若しくは還

付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若

しくは徴収」について特例を設けることを規定しており、所得税の軽減等のみでなく、「又

は」として納税義務や課税標準若しくは税額の計算等の特例であることも同法の趣旨として

掲げていることからすると、措置法の適用が所得税の軽減される場合に限られないことは明

らかであるから、上記主張は採用できない。 

  （３）以上を前提に本件の適用法令を検討する。 

    ア 本件各持分の譲渡は、土地ないし建物の譲渡であるから、措置法３１条１項又は３２条

１項が適用される。このうち本件土地の共有持分については、前提事実のとおり、原告は、

平成４年９月４日付け、平成５年２月２２日付け及び平成２５年４月２６日付けで、それ

ぞれ贈与又は相続により取得し、平成３０年２月１４日付けで譲渡しており、原告が本件

土地の共有持分を譲渡した年の１月１日における原告の所有期間は５年を超えているから

（なお、原告が、平成２５年４月２６日付で相続により取得した共有持分については、被

相続人が保有していた期間を引き続き原告が所有していたものとみなされる（所得税法６

０条１項１号）。）、本件土地の共有持分の譲渡による譲渡所得は、措置法３１条１項に基

づく分離課税の対象となる。 

      また、本件建物の共有持分については、前提事実のとおり、原告は、平成２６年９月５

日付けで売買により取得し、平成３０年２月１４日付けで譲渡しており、原告が本件建物

の共有持分を譲渡した年の１月１日における原告の所有期間が５年を超えないことから、

本件建物の共有持分の譲渡による譲渡所得は措置法３２条１項に基づく分離課税の対象と

なる。 

    イ 前提事実のとおり、原告は、令和元年１２月２５日付けで本件株式を売却しているとこ

ろ、本件株式は上場株式であると認められ（乙２）、「株式等で金融商品取引所に上場され

ているものその他これに類するものとして政令で定めるもの」（措置法３７条の１１第２

項１号）に当たるから、本件株式の譲渡による譲渡所得は措置法３７条の１１第１項に基

づく分離課税の対象となる。 

    ウ 以上によれば、本件各持分及び本件株式の譲渡による譲渡所得は、措置法３１条１項、

３２条１項及び３７条の１１第１項に基づく分離課税の対象となるところ、本件各更正決

定等は、いずれもこれを前提として所得税等を算定の上でされたものであるから、その適

法性に問題はなく、原告の主張は採用できない。 

  ２ 争点（２）（本件贈与税が本件土地の譲渡による譲渡所得の取得費に該当するか）について 

  （１）所得税法は、譲渡所得の金額について、総収入金額から資産の取得費及び譲渡に要した費

用を控除するものとし（所得税法３３条３項）、資産の取得費は、別段の定めがあるものを

除き、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額としている（同法

３８条１項）。ここで、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者

に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に

これを清算して課税する趣旨のものであるところ、所得税法３８条１項にいう「資産の取得

に要した金額」には、当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額のほか、登録免許税、

仲介手数料等当該資産を取得するための付随費用の額も含まれると解される（最高裁平成４
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年７月１４日第三小法廷判決・最高裁判所民事判例集４６巻５号４９２頁）。また、所得税

基本通達６０－２は、所得税法６０条１項１号に掲げる贈与等により譲渡所得の基因となる

資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常

必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額に

ついては、当該資産の取得費に算入できる旨を定めている。 

  （２）そこで、本件贈与税が「資産の取得に要した金額」に該当するか検討すると、贈与税の納

税義務者は、贈与により財産を取得した個人であり（相続税法１条の４第１項１号）、贈与

税の納税義務は、贈与により財産を取得した時に成立するところ（国税通則法１５条２項５

号）、贈与税の課税標準である課税価格は、贈与により財産を取得した個人で当該財産を取

得した時において日本に住所を有するものにあっては、その者がその年中において贈与によ

り取得した財産の価額の合計額である（相続税法２１条の２第１項）。このことからすると、

贈与税は、財産の価額に相当する経済的価値を課税対象とするものであり、特定の不動産の

取得等を課税対象とするものではないから、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得す

るために通常必要と認められる費用には当たらない。したがって、本件贈与税についても、

本件土地の受贈者である原告が同土地を取得するために通常必要と認められる費用とはいえ

ず、「資産の取得に要した金額」に該当し「資産の取得費」に含まれるとしてこれを控除す

ることはできない。 

     なお、所得税法９条１項１６号が、相続や個人からの贈与により所得するものにつき、所

得税を課さないとしている趣旨が、財産を取得した場合、当該相続人等において、当該財産

の価額に相当する新たに取得した経済的利得が本来、当該相続人等の所得として所得税の課

税対象となるべきものであるにもかかわらず、他方で、当該相続人等が取得した財産の当該

相続等の時点における価額（時価）は、当該相続人等に対する相続税又は贈与税の課税対象

となり、二重課税を排除する趣旨であるものと解し得ることに照らして、本件贈与税につい

て「資産の取得に要した金額」に該当するかも問題となり得るが、一般に、相続等の時点で

は資産の増加益が具体的に顕在化しないため、その時点における譲渡所得課税について納税

者の納得を得難いことに鑑み、その時点における課税を留保して繰り延べ、その後、相続人

等が資産を譲渡することによってその増加益が具体的に顕在化した時点において、被相続人

等の下で実現しなかった増加益も含めてこれを清算して課税することとした所得税法６０条

１項１号の趣旨に照らすと、所得税法９条１項１６号に抵触するものとはいえない。 

     また、原告は、本件贈与税が「資産の取得費」に含まれることの根拠として措置法３９条

１項が存在することも主張するが、同規定は相続税額の取得費への算入を一定の要件のもと

に認めたものであり、贈与税を取得費に算入するべきとする主張の根拠としては失当である

から、かかる主張は採用できない。 

  （３）したがって、本件贈与税を取得費に該当するものとして譲渡所得の金額を算定しなかった

ことは、平成３０年分更正決定等の適法性に影響を及ぼすものではない。 

  ３ 本件各更正決定等の適法性及び国家賠償請求の適否について 

    弁論の全趣旨によれば、争点１及び争点２に関する部分を除き、計算の基礎となる金額及び 

計算方法については当事者間に争いがなく、その算定過程に違法、不合理な点はないところ、

上記のとおり争点１及び争点２に関して違法性は認められず、平成３０年分の納付すべき所得

税の額等、令和元年の納付すべき所得税の額等は別紙２「本件更正処分等の根拠及び適法性に



8 

 

関する被告の主張」のとおりであるから、本件各更正処分は適法であり、本件各更正決定等に

おけるそれらと同額と認められるから、本件各更正決定等は、いずれも適法である。また、本

件各賦課決定処分及び本件各通知処分についても、同別紙に記載のとおり、いずれも適法であ

る。 

    そうすると、第１事件及び第２事件の国家賠償法１条１項に基づく各請求は、本件各更正決

定等により原告が納付することになった所得税等の返還を求めるものと解されるところ、上記

のとおり本件各更正決定等が適法である以上、その前提を欠くものであり、処分行政庁におい

てこれらの処分をしたことについて違法性が認められないことは明らかである。 

 第４ 結論 

    以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文

のとおり判決する。 

 

熊本地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 品川 英基 

   裁判官 塚田 久美子 

   裁判官 若松 亮太 
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（別紙）

関係法令の定め

【所得税法】

（非課税所得） （令和 3年法律第 1 1 号による改正前のもの）

6 第 9 条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

ー～十五（略）

十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの（相続税法（昭和-2 5 年

法律第7 3 号）の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したもの

とみなされるものを含む。）

10 十七～十九（略）、

, 2 （略）

・..・ （課税標準）

:. ". , .第 2 2条 居住者に対＇•して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額
●ヽ i.‘•', • 

, : ·•.・り 及び山林所得金額とする。

16 , 2 総所得金額は、次節（各種所得の金額の計算）の規定により計算した次に掲げ

る金額の合計額（第 70 条第 1項若しくは第2項（純損失の繰越控除）又は第 7 1 

条第 1 項（雑損失の繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

とする。

ー 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与

20 所得の金額、譲渡所得の金額（第 3-3 条第 3 項第 1号（譲渡所得）に掲げる所得

に係る部分の金額に限る。）及び雑所得の金額（これらの金額につき第 6 9 条

（損益通算）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）の合計額

二 譲渡所得の金額（第3 3 条第 •3 項第 2 号に掲げる所得に係る部分の金額に限

る。）及び一時所得の金額．（これらの金額につき第 6 9 条の規定の適用がある場

26 合には、その適用後の金額）の合計額の 2 分の 1 に相当する金額

3 （略）
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（譲渡所得）

第 3 3 条 ，譲渡所得とは、資産の譲渡（建物又は構築物の所有を目的とする地上権

又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定

めるものを含む。以下この条において同じ。）による所得をいう。

し 5 2 
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16 

次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。

たな卸資産（これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。）の譲渡その

他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得

二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得 ，

譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所

得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡

に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額（当該各号のうちいずれか

の号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となった資産の取得費及びそ

の資産の譲渡に要した費用の額の合計額に滴たない場合には、その不足額に相当す

る金額を他の号に掲げ・る所得に係る残額から控除した金額。以下この条において

「譲渡益」という。）から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。

資産の譲渡（前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。）でその＇

資産の取得の日以後 5年以内にされたむのによる所得（政令で定めるものを除

く。）

20 4 ~  5 

資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの

（略）

第3 8 条

（該渡所得の金額の計算上控除する取得費）

譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるも

のを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とす

る。

26 2 （略）
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（贈与等により取得した資産の取得費等） （令和 2 年法律第8 号による改正前のも

の）

第 60 条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第 1項に規定する資産を譲

渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得

5・ の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。

一贈与、相続（限定承認に係るものを除く。）又は遺贈（包括遺贈のうち限定承

認に係るものを除く。）

二 前条第 2 項の規定に該当する譲渡

2 .（略）

19 ・： （税率）

第8 9 条 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課

．．
 

． 

・ 
..
 

．
．
． 
．
．

． 

.

. 

・―
 

 ̀....
.. . 

．

． 

•

會

9

9 

税退職所得金額をそれぞれ次の表の土欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に

同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税

山林所得金額の5 分の 1 に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれ

15 ぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に 5 を

乗じて計算した金額との合計額とする。
• - - 」 - - • • •• • •• - 、9 , . • . • ＿ ＿・．，．．．．．．．．．．． ．．．．．．ー・'.“—.“.,・-' _ -•ー・：：一··· •一 ...... • -

1 9 5 万円以下の金額 ，l10 0 分の 5

1 9 5 万円を超え 3 3 0 万円以下の金額 |1 0 0 分の 10

3.3 0 万円を超え 6 9 5 万円以下の金額 ho o分の 20

6 9 5 万円を超え 900 万円以下の金額 100 分の 2 3 

9 0 0 万円を超え 1 8 0 0 万円以下の金額 1 0 0 分の 33

1 8 0 0 万円を超え 4000 万円以下の金額 1 0 0分の 40

4000 万円を超える金額 1 0 0 分の 45

2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第 4 節（所得控除）の規定による

控除をした残額とする。
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漢合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算） （平成 3 0 年法律第 7 号による

改正前のもの）

4 ，第 1 6 5 条 前条第 1 項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得に

6 

ついて課する所得税（以下この節にお・いて「総合課税に係る所得税」という c) の

課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定め

があるものを除き、前編第 1 章から第 4 章まで（居住者に係る所得税の課税標準、

税額等の計算） （第 44 条の 3 （減額された外国所得税額の総収入金額不算入

10 

等）、第 46 条（所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入）、・第 6 0 条の 4

（外国転出時課税の規定の適用を受9) た場合の譲渡所得等の特例）、第 7 3 条から

第77 条まで（医療費控除等）、第 79 条（障害者控除）、第 81 条から第 8 5 条ま

で（寡婦（寡夫）控除等）、第 9 5 条（外国税額控除）及び第 9 5 条の 2 （国外転

.
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出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例）を除く。）の規定に

準じて計算した金額とする。

2 

l，5 

前条第 1’雌項第 1号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得（以下この

款において「恒久的施設帰属所得」という。）に係る各種所得の金額につき前項の

規定により前編第 2 章第2 節第 1款及び第 2 款（各種所得の金額の計算）．の規定に

準じて計算する場合には、 し次に定めるところによる。

第 3 7 条第 1項（必要経費）に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定

する所得を生ずべき業務について生じた費用（次号において「販売費等」

20 

とい

う。）及び同条第 2 項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐

,, 

26 

採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用（同号において「育成費等」と

いう。）のうち、第 1 6 1 条第 1項第 1 号（国内源泉所得）に規定する内部取引

に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。

販売費等及び育成費等並びに支出した金額（第34 条第 2 項（一時所得）に規・

定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。）には、非居住者の恒久

的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並
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3 

びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政

令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。

前項に定めるもののほか、第 1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。

6 

10 

【所得税基本通達】

（譲渡所得の基因となる資産の範囲）

釘3 - 1.譲渡所得の基因となる資産とは、法第 3 3 条第 2 項各号に規定する資産及

び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、

認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。

（贈与等の際に支出した費用）

• . 6 0- 2 
9 . . . s .. 

・‘’ ··•'●.、...... 
'; ..、:. ..

9 ≫ 事 ・． ．． 

法第 60 条第 1項第 1号に掲げる贈与、相続又は遺贈（以下この項にお

いて「贈与等」

16 

て、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる

費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額について

は、 37-5 及び 4 9-3 の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入さ

れた登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留

意する。

という。）により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合におい

当該贈与等以外の事由により非業務用の固定資産を取得した場合の登録免許

幻

（注）

税等については、 38-9 参照

第 1条

26 

【租税特別措置法】（以下「措置法」としゞう。）

この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、

地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、右油石

炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽

減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標
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準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収iこつき、所得税法（昭和 4

0 年法律第 3 3 号）、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）、地方法人税法（平成 2

6 年法律第 1 1号）、相続税法（昭和 2 5 年法律第 7 3 号）、地価税法（平成 3 年法

律第 6 9 号）、登録免許税法（昭和 42 年法律第 3 5 号）、消費税法（昭和 6 3 年法

.5 律第 10 8 号）、酒税法（昭和 28 年法律第 6 号）、たばこ税法（昭和 59 年法律第

72 号）、揮発油税法（昭和 3 2年法律第 5 5 号）、地方揮発油税法（昭和 30 年法

律第 1 0 4 号）、石油石炭税法（昭和 53 年法律第・2 5 号）、航空機燃料税法（昭和

47 年法律第 7 号）、自動車重量税法（昭和 46 年法律第 8 9号・)、国際観光旅客税

法（平成 30 年法律第 1 6 号）、 •印紙税法（昭和 42年法律第 2 3 号）、国税通則法

10 （昭和 3 7 年法律第 6 6 号）及び国税徴収法（昭和 34 年法律第 1 4 7 号）の特例

を設けることについて規定するものとする。・

・（上場株式等に係る配当所得等の課税の特例）
・ 邊．覺

•令 ＇ ｀ ．第 8 条の 4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成2.8 年 1 月 1 日以後
• ;’噌•

-ヽ$ . .
・ ？ ＇•. に支払を受けるべき所得税法第 23 条第 1項に規定する利子等（第 3条第 1項に規

、ヽ 9

` 15 定する一般利子等、第 3条の 3 第 1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他

政令で定めるものを除く。以下この項及び第 5 項において「利子等」という。）又 ，

は同法第 24 条第 1項に規定する配当等（第 8 条の 2第 1項に規定する私募公社債

等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、前条第 1項に規定する国外私募公社

債等運用投資信託等の配当等その他政令で定めるものを除く 0.'•以下この項、第 4項

“・ 

20 及び第 5 項において「配当等」という。）で次に掲げるもの（以下この項、次項及

び第 4項において「上場株式等の配当等」という。）を有する場合には、当該上場 ， 

株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、同法第 22 条及び第 8 9 

条並びに第 1 6 5 条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場

株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるとこ

25 ろにより計算した金額（以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金

額」という。）に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額（上場株式等に係
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る配当所得等の金額（第 3 項第 3 号の規定により読み替えられた同法第 7 2 条から

第 8 7 条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の 1 0 

0 分の 1 5 に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において．、当該上

場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第 9 2 条第 1 項の規定は、適用

6 しない。

10 

ヽ

會

事

． 
．

．．

． 

．．
 

，．

毒

＂

鳥

•
9.9.

9

. 

．

． 

．．
 

＾
讐
↓

．

9

會
~

．．
 

・

・9

9
.
9 

~
 

．．．
 

···~
· 

16 

ー 第 3 7 条の 1 1第 2 項第 1 号に掲げる株式等の利子等又は配当等で、内国法人

から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日（当該配当等が所得税法第 25

条第 1項の規定により剰余金の配当、 ‘利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配

とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日）においてその

内国法人の発行済株式（投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第

‘1 2 項に規定する投資法人をいう。第3 号、第 9 条の 3 第 3 号及び第 9 条の 3の

2 第 3 項第 3 号において同じ。）にあっては、発行済みの投資口（投資信託及び

投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口をいう。以下この項、次

条第 1項第 4 号、第 9 条の 3 第 3号並びに第 9 条の 3 の 2 第 1項第 3 号及び第 3

項第 3 号において同じ。）。第 9条の 3第 1号において同じ。）又fま出資の総数又

は総額の 1 0 0 分の 3 以上に相当する数又は金額の株式（投資口を含む。以下こ

の章において同じ。）又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当

等以外のもの

二 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募（金融商品取引法第 2 条第 3 項

20 に規定する取得勧誘のうち同項第 1 号に掲げる場合に該当するものとして政令で

定めるものをいう。）により行われたもの（特定株式投資信託を除く。）の収益の

分配

三 特定投資法人（その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 6 項

に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、か

26 つ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の



16 

 

  

募集が同項に規定する取得勧誘であって同項第 1号に掲げる場合に該当するもの

として政令で定めるものにより行・われた投資法人をいう。）の投資口の配当等

四 特定受益証券発行信託（その信託法（平成 1 8 年法律第 1 0 8号）第 3 条第 1

号に規定する信託契約（次条第 1 項第 5 号、第 9条の 3 第 4 号、第 9 条の 3 の 2

, 10 

5 第 1項第 4 号及び第 37 条の 1 1 第2項第 3 号の 2 において「信託契約」とい

う。）の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募（金融商品取引法

第 2条第 3 項に規定する取得勧誘のうち同項第 1号に掲げる場合に該当するもの

として政令で定めるものをいう。）により行われたものに限る。）の収益の分配

五特定目的信託（その信託契約の締結時におし‘て原委託者が有する社債的受益権

'の募集が第 8条の 2第 1項第 2 号に規定する公募により行われたものに限る。）

の社債的受益権の剰余金の配当

•9 

, 

.. ．．． ． 

． 
ヽ
・

・

・・．
． 
... ≫ ．．
 ．．

 

，＇
 

．．．
 ．．

 

喝

≫

．．． .... ．． 

六 第 3 条第 1項第 1号に規定する特定公社債の利子

2 前項の規定のうち、上場株式等の配当等で同項第 1 号から第 3 号までに掲げる

もの（同項第2 号に掲げる収益の分配にあっては、公社債投資信託以外の証券投資

15 信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がそ

の年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規

定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用す

るものとし、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべ

20 き特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第22 条及び第 89 条

又は第 1 6 5 条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を

受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項の規定

は、適用しない。

3~8 （略）

25 '' （長期譲渡所得の課税の特例） （平成 30 年法律第 7 号による改正前のもの）



17 

 

  

第 3 1条 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利（以下第 3 2条

までにおいて「土地等」という。）又は建物及びその附属設備若しくは構築物（以

下第 32条までにおいて「建物等」という。）で、• その年1 月 1 日において所有期

間が 5 年を超えるものの譲渡（建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借

6 権の設定その他契約により他人（当該個人が非居住者である場合の所得税法第 1 6 

1 条第 1 項第 1 号に規定する事業場等を含む。）に土地を長期間使用させる行為で

政令で定めるもの（第 3 3条から第3 7 条の9まで及び第3 7 条の 9 の5 において

「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。）を含む。以下第 32 条まで

において同じ。）をした場合には、，当該譲渡による譲渡所得については、同法第 2

10 2 条及び第 8 9 条並びに第 1 6 5条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額（同法第 3 3 条第 3 項に規定する譲渡所得の

・つ 特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第3 2条第 1項に規定する短期譲
．

庫． 
． 

．

． 

． 
． 
・

量

・．``．
 ●

、
●

，．．．． 
、•..

••• 

渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわら

ず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

15 以下ごの項及び第 3 1条の 4 において「長期譲渡所得の金額」という。）に対し、

長期譲渡所得の金額（第 3 項第 3 号の規定により読み替えられた同法第 7 2 条から

第 8 7 条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第 3 1条の 3

までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。）の 1 0 0分の 1 5 に相当する金

額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生

20 じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用につい

ては、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等を

その取得（建設を含む。）をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政

令で定める期間をいう。

ぉ 3 （略）

（長期譲渡所得の概算取得費控除）
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第 3 1条の 4 個人が昭和 2 7年 1 2月 3 1 日以前から引き続き所有していた土地

等又は建物等を談渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控

除する取得費は、所得税法第 3 8 条及び第 6 1条の規定にかかわらず、当該収入金

額の 100 分の 5 に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に

6 掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。

ー その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額

二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得

税法第 38 条第2 項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金

額．

10 2 （略）

（短期譲渡所得の課税の特例）

． 第 3 2 条 個人が、その有する土地等又は建物等で、その年 1 月 1 日において第 3

:::・: ~ ・1 条第 2 項に規定する所有期間が 5年以下であるもの（その年中に取得をした土地
•ふ・・

． 
•• . ·• .書・ 等又は建物等で政令で定めるものを含む。．）の譲渡をした場合にiュ、当該譲渡によ

● 鼻 . .

．． 
15 る譲渡所得については、所得税法第 2 2 条及び第 8 9条並びに第 1 6 5 条の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額（同法

第 33 条第 3 項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算じた金額と

し、第 3 1条第 1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があ

るときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失

20 の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」と

いう。）に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の金額（第4 項において準

用する第3 1条第3 項第 3 号の規定により読み替えられた同法第 7 2 条から第 8 7 

条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の 1 0 0 分の

3 0 に相当する金額に相当する所得税を諫する。この場合において、短期譲渡所得

勾 の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の

規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
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2~ 4^＇（略）

（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第 3 7 条の 1 1 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成 28 年 1月 1 日 ｀

以後に上場株式等の譲渡をした場合には、・当該上場株式等の譲渡による事業所得、

5 譲渡所得及び雑所得（所得税法第4 1条の 2 の規定に該当する事業所得及び雑所得

並びに第 32 条第2 項の規定に該当する譲渡所得を除く。第 3 項及び第4 項におい

て「上場株式等に係る譲渡所得等」というc) については、同法第 2‘2 条及び第 8

9 条並びに第 1、65 条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上

場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政

10 令で定めるところにより計算した金額（以下この項において「上場株式等に係る譲＇

渡所得等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上

．．
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場株式等に係る譲渡所得等の金額（第 6 項において準用する前条第6 項第 5 号の規

定により読み替えられた同法第 72 条から第 8 7 条までの規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の 100 分の 1 5に相当する金額に相当する所

, 16 得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生

じた損失の金額があるとぎば、同法その他所得税に関する法令の規定の適用につい

ては、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2~6 （略）

（相続財産に係る譲渡所得の課税の特例） （平成 30 年 3 月法律第 7 号改正前のもの）

20 第3 9 条 相続又は遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この

条において同じ。）による財産の取得（相続税法又は第 70 条の 5若しくは第 70

条の 7 の3 の規定により相続又・は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。

第6 項において同じ。）をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相

続税額があるものが、当該相続の開始があった日の翌日から当該相続に係る同法第

26 2 7条第 1 項又は第 2 9 条第1項の規定による申告書（これらの申告書の提出後に

おいて同法第4 条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当
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該取得に係る同法第 3 1条第 2 項の規定による申告書。第4 項第 1号において「相

続税申告書」という。）の提出期限（同号において「相続税申告期限］という。）の

翌日以後 3 年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格（同法第 1 9 条

又は第 2 1条の 1 4 から第 2 1条の 1 8 までの規定の適用がある場合には、これら

5 の規定により当該課税価格とみなされた金額）の計算の基礎に算入された資産の譲

渡（第 3 1条第 1項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以

下この項、第4 項及び第8 項において同じ。）をした場合における譲渡所得に係る

所得税法第 3 3 条第 3 項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該 、

取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分と

10 . して政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

以上
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（別紙）

本件各更正決定等の根拠及び適法性に関する被告の主張

第 1 本件各更正処分の適法性

1 平成 30 年分の納付すべき所得税の額等

5 (1) 配当所得の金額 4 万6845 円

10 

．．．． ．．． ．．． ．． ． .... ..... ．．．． ．． 
15 

上記金額は、原告が平成 30 年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である（乙 7 • 4 枚目の①欄）。

(2) 雑所得の金額 1 6 3万1 9 5 0 円

上記金額は、原告が平成 30 年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である（乙 7 • 4 枚目の②欄）0 • 

(3) ，総所得金額 1 6 7 万8 7 9 5 円

上記金額は、原告が平成 30 年分確定申告書に記載した総所得金額と同額で i 

ある（乙 7 • 4 枚目の⑥欄）。

(4) 分離短期譲渡所得の金額 7 万9065 円

上記金額は、原告の本件建物の共有持分の譲渡に係る総収入金額（後記ア）

砂、取得費（後記イ）及び譲渡費用（後記ウ）を控除した残額である（所得税

法 3 3 条 3項、措置法 3 2 条 1項） （別表 2 。1 の④・「更正処分」 ，欄）。

ア総収入金額 50 方円

上記金額は、原告が平成 30 年分確定申告書に添付した建物売買契約書

20 に基づき、原告の本件建物の譲渡金額 1 0 0 万円（消費税を含む。）のうち、

原告の所有する持分 2 分の 1の金額である（乙 1 の3 • 4 ないし 6 枚目）。

イ取得費 4 1 万 2 3 3 5 円

上記金額は、原告が平成 30 年分確定申告書に添付した譲渡所得の内訳

書（建物用）の 3 面の「②取得費」欄に記載した金額と同額である（乙 1 の

25 3. 3枚目）。

ウ．譲渡費用 8600 円
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へ 上記金額は、原告が平成30 年分確定申告書に添付した譲渡所得の内

訳書（建物用）の 3 面の「③譲渡費用」欄に記載した金額と同額である（乙

・1 の3 • 3枚目）。

(5) 分離長期譲渡所得の金額 2 8 1 万2 3 6 0 円

上記金額は、原告の本件土地の共有持分の譲渡に係る総収入金額（後記ア）か

ら、取得費（後記イ）及び譲渡費用（後記ウ）を控除した残額である 、（所得税法

33 条 3 項、措置法 3 1 条 1 項） （別表2 • 2 の④「更正処分」 、欄）。

ァ総収入金額 2 9 7 万円

上記金額は、原告が平成 3 0 年分確定申告書に添付した譲渡所得の内訳書

（土地用）の 2 面の「①譲渡価額」襴に記載した金額と同額である（乙 1 の2. -

. 2枚目） ＇ 

イ 取得費 1 4 万 8500 円

本件土地の共有持分の取得に要した費用として計上できる金額は、措置法

3 1条の 4 第 1項に規定する概算取得費である 1 4万 8500 円（原告の本

件土地の共有持分の譲渡に係る譲渡代金 2 9 7 万円の 1 0 0 分の 5 に相当す

る金額）となる。

ウ譲渡費用 9 1 4 0 円

上記金額は、原告が平成3 0年分確定申告書に添付した譲渡所得の内訳書

（土地用）の 3面の「③譲渡費用」欄に記載した金額と同額である （乙 1 の

20 2・ . 3 枚目）。

(6) 所得から差し引かれる金額（所得控除額） 7 6 万4970 円

lli 

上記金額は、原告が平成30 年分確定申告書に記載した「所得から差し引か

れる金額」の合計欄に記載した金額と同額である（乙 7・4 枚目の⑲欄）。

(7) 課税総所得金額 9 1 万 3 0 0 0 円
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上記金額は、前記(3) の総所得金額から前記（6）の所得から差し引かれる金額を

控除した金額（ただし、国税通則法（以下＾「通則法」という。） 1 1 8 条 1項に

より 1 0 0 0 円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。

(8) 

5 

8̀ 条 1項により 1000 円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。

、{9) 2 8 1万 2 0 0 0円

上記金額は、前記(5) の分離長期譲渡所得の金額と同額（ただし、通則法 1 1 8 

10 (1 0 

条 1項により 1000 円未満の端数を切り捨てた後のもの。）

算出税額 4 9 万 1 1 5 0円

•
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課税分離短期譲渡所得金額

上記金額は、前記(4) の分離短期譲渡所得の金額と同額（ただし、・通則法 1 1 

課税分離長期譲渡所得金額

上記金額は、次のアないしウの金額の合計額である。

課税総所得金額に対する算出税額，4 万 5650 円

上記金額は、所得税法 8 9 条 1項により、前記(7) の課税総所得金額（ 9 1 

万 3000 円）に 10 0 分の 5の税率を乗じて計算した金額である。

．畔分離短期譲渡所得金額に対する算出税額 2 万 3700 円

上記金額は、措置法32 条 1 項により、前記(8) の課税分離短期譲渡所得の

金額 (7 万 9 0 0 0 円）の 1 0 0 分の 30 に相当する金額に相当する所得税で

ある。

ウ

7 万 9000 円

諌税分離長期譲渡所得金額に対する算出税額

である。

4 2 万 1 8 0 0 円

20 上記金額は、措置法 31 条 1 項により、前記(9) の課税分離長期譲渡所得の

金額 (2 8 1 万 2000 円）の 1 0 0 分の 1 5 に相当する金額に相当する所得

税である。

. i l} 配当控除の金額 4685 円

上記金額は、原告が平成 30 年分確定申告書に記載した配当控除の金額と同

25 額である （乙 7 • 4 枚目の⑳欄）。

U> 政党等寄附金等特別控除の金額 1 万 3600 円
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上記金額は、原告が平成3 0 年分確定申告書に記載した政党等寄附金等特別

控除の金額と同額である（乙 7 • 4 枚目の⑳欄）。

闘差引所得税額 4 7 万2 8 6 5 円

前記囮の金額から、前記(ll)及び 0加の各金額を控除した金額である。

i (1 0 復興特別所得税額 9930 円

上記金額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な

財源の確保に関する特別措置法（以下「復興財源確保法」という。） 1 3 条によ

り、前記⑬の差引所得税額(4 7 万2865 円）に 1 0 0分の 2 . 1 の税率を乗 ，

じて計算した金額である。

10 ti~ 源泉徴収税額 8 万1 4 1 4 円

上記金額は、平成30 年分確定申告書に添付の平成30 年分公的年金等の源

泉徴収栗及び平成 30 年分上場株式配当等の支払通知書に記載された源泉徴収

・・
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16 

税額の合計額であり、平成 30 年分確定申告書において含まれていた特別徴収

暉（住民税額） 2342 円はこれに含まれていない（乙 7 • 3 枚目）。

閥納付すべき所得税等の額 4 0 万 1 3 0 O 円

上記金額は、前記⑬の差引所得税額 (4 7万 2 8 6 5円）及び前記閥の復興

特別所得税額（ 9930 円）の合計から、前記⑮の源泉徴収税額 (8 万 1 4 1 4 

円）を差し引いた後の金額（ただし、通則法 1 1 9 条1 項により 1 0 0 円未満

の端数を切り捨てた後のもの。）である。

・ 20 2 令和元年分の納付すべき所得税の額等

(1) 配当所得の金額 8 万2686 円

上記金額は、原告が令和元年分確定申告書に記載した配当所得の金額ど同額

である（乙 8・4 枚目の①欄）。

(2) 雑所得の金額 228 万 2360 円

26 上記金額は、公的年金等に係る雑所得の金額204 万 6604 円（令和元年

分公的年金等の源泉徴収票に記載された支払金額の合計額 324 万 6604 円
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10 

から公的年金等控除額 1 2 0 万円（所得税法3 5 条 4 項（平成 3 0 年法律 7 号

による改正前のもの。）、措置法4 1条の 1 5 の 3 第 1 項（平成30 年法律7 号

による改正前のもの。））を控除した金額）及び生命保険契約等に基づく年金に

係る雑所得の金額 2 3万 5 7 5 6 円（令和元年分生命保険契約等の年金の支払

6 調書に記載された支払金額 1 0 3 万 3 9 3 6 円から必要経費7 9 万 8 1 8 0 円

を控除した金額）の合計額である22 8 万 2360 円である（乙 8・4 枚目の

② •B襴）。

(3) 総所得金額 .2 3 6 万5 04 6 円

上記金額は、前記(1) 及び(2) の合計金額である。

(4) 上場株式等に係る譲渡所得の金額 1 6 8 万 1 8 8 2 円

上記金額は、本件株式の譲渡に係る総収入金額（後記ア）から、取得費（後

．．
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16 

記イ）を控除した残額となる（所得税法 3 3 条 3項、措置法 3 7条の 1 1第 1

項、同 3 7条の 1 0第 6 項 3号．、同 3 7 条の 1 1第 6 項）。

ア総収入金額 279 万 0 1 S 0 円

＇ 上記金額は、令和元年分確定申告書に添付された株式取引報告書に記載の

とおり、本件株式 1 0 4 5 株を単価 2670 円にて、令和元年 1 2 月 2 5日付

けで売却した精算金額である（乙 2 • 5 枚目）。

イ取得費 1 1 0 万8268 円

上記金額は、令和元年分確定申告書に添付された退会精算書に記載のとお

20 り、平均買付価格 1060. 543 円に 1 0 45 株を乗じた 1 1 0 万8268

円 (1 円未満切り上げ）である（乙 2 • 5 枚目）。

(5) 所得から差し引かれる金額（所得控除額） 9 5 万 0970 円

上記金額はく原告が令和元年分確定申告書に記載した「所得から差し引かれ

る金額Jの合計欄に記載した金額と同額である（乙 8.-. 4 枚目の⑬欄）。

26 (6) 課税総所得金額 1 4 1 万 4000 円
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上記金額は、前記(3) の総所得金額から同（5）の所得から差し引かれる金額を控

除した金額（ただし、通則法 1 1 8条 1項により 1 0 0 0 円未満の端数を切り

捨てた後のもの。）である。

(7) 上湯株式等に係る課税譲渡所得の金額 1 6 8 万 1000 円

5 上記金額は、前記(4) の上場株式等に係る譲渡所得の金額と同額（ただし、通

，則法 1 1 8 条 1項により 1 0 0 0 円未満の端数を切り捨てた後のもの。．）である。

(8) 算出税額 32 万 2850 円
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上記金額は、次のア及びイの金額の合計額である。

ア 課税総所得金額に対する算出税額 7 万0700 円

上記金額は、所得税法 8 9 条 1項により、前記(6) の課税総所得金額 (1 4 

1 万4000 円）に 100 分の 5 の税率を乗．じて計算した金額である。

上場株式等に係る課税譲渡所得の金額に対する算出税額 2 5 万 2 1 5 ィ

o円
A 

上記金額は｝措置法 3 7条の 1 1 第 1項により、前記(7) の上場株式等に係

る課税譲渡所得の金額（ 1 6 8万 1 0 0 0 円）の 1 0 0 分の 1 5 に相当する金

額に相当する所得税である。

(9) 

20 

9 2条 1項 1号イ）を乗じた 8269 円である

政党等寄附金等特別控除の金額• (1 0 

~
攣

， 

配当控除の金額 8 2 6 9 円

上記金額は、前記(1) の配当所得 8 万2 6 8 6 円に 100 分の 1 0 

（乙 8・4 枚目の⑳B 欄）。

（所得税法

1 万 3600 円 い！

上記金額は、令和元年分確定申告書に記載した政党等寄附金等特別控除の金

額と同額である

(11) 

25 (12) 

差引所得税額

（乙 8 • 4 枚目の⑳ • B 欄）。

30 万 0 9 8 1円

前記(8) の金額から、前記(9) 及び囮の各金額を控除した金額である。

復興特別所得税額 6 ・3 2 0 円
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上記金額は、復興財源確保法 1 3条の規定により、前記⑪の差引所得税額（ 3

0 万 0 9 8 1 円）に 1 0 0 分の 2. 1 の税率を乗じて計算した金額である。

闘源泉徴収税額 1 1万5 5 2 7 円

上記金額は、本件令和元年分確定申告書に添付の令和元年分公的年金等の源

•• 5 泉徴収票及び令和元年分上場株式配当等の支払調書に記載された源泉徴収税額

の合計額である（乙 8. g枚目）。

(14) 納付すべき所得税等の額 1 9 万 1 7 0 0 円

上記金額は、前記(1即滋男用湘拷樟員（ 3 6 万°98 l 円）及ぴ前記⑫の復興特

別所得税額（ 6 3 2 0 円）の合計から、前記U即の源泉徴収税額（ 1 1万 5527

円）を差し引いた後の金額（ただし、通則法 1 1 9 条 1項により 1 0 0 円未満

の端数を切り捨てた後のもの。）である。 • 

10 

．．．． ．． ．．． .. . 
·• ．．．． ．．．．． .... ．． 

3 本件各更正処分が適法であること

以上のとおり、適正に算定した原告の平成 30 年分及び令和元年分における納

付すべき所得税等の額は、それぞれ平成.3 0.年分が 40 万 1 3 0 0 円、令和元年

l5 分が 1 9 万 1 7 0 0 円であるところ、当該各金額は、本件各更正処分における納

付すべき所得税等の額（別表 1の「更正決定等」の「所得税等の納付すべき税額」

襴） といずれも同額である。

したがって、本件各更正処分は、いずれも適法である。

• 第 2 ． 本件各賦課決定処分の適法性

幻 1 本件各賦鰈決定処分の根拠

前記第 1 のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、本件各更正

処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額の計算の基礎となった事実

のぅちに、本件各更正処分前の税額の計算の基漢とされていなかったことについ

て、通則法 6 5 条4 項 1 号に規定する「正当な理由」があると認められるものは

26 なしヽ。
、.

し

 `
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したがって、本件各更正処分に伴って原告に課されるべき本件各年分の過少申

告加算税の額は、次の(1) 及び(2) のとおり、それぞれ平成 3 0 年分が 6000 円、

令和元年分が 1 万 3000 円である。

(1) 平成 30 年分 6000 円 ・

上記金額は、通則法 6 5 条 1項及び復興財源確保法 24 条 4 項の規定に基づ

き、平成 3 0年分更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった平成 3

0 年分の所得税等の額 6万4 2 0 0円（甲 '1 の 1枚目「本税の額」欄）につい

て、通則法 1 1 8 条 3 項及び復興財源確保法 24 条6 項の規定により 1 万円未

満の端数を切り捨てた後のものに 1 0 0 分の 1 0 の割合を乗じて算出した金額

である。

(2) 令和元年分 1万 3000 円

上記金額は、通則法 6 5 条1 項及び復興財源確保法 24 条4 項の規定に基づ

き、令和元年分更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった令和元年

分の所得税等の額 1 3 万 0200 円（甲 6 の 1枚目「本税の額」欄）について、

通則法 1 1 8 条 3 項及び復興財源確保法2 4 条 6 項の規定により 1 万円未満の

端数を切り捨てた後のものに 100 分の 1 0 の割合を乗じて算出した金額であ

る。

2 本件各賦課決定処分が適法であること

以上のとおり、適正に算定した原告の平成3 0 年分及び令和元年分の所得税等
C, -’ 

20 ' に係る過少申告加算税の額は、前記 1 のとおりであるところ、当該各金額は、本

件各賦課決定処分における過少申告加算税の額（乙 7 及び乙 8 の1枚目「過少申

告加算税」欄）と、いずれも同額である。

したがって、本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。

第3 本件各通知処分の適法性

四 原告は、処分行政庁に対し、平成 30 年分については、本件各持分の譲渡によ

る譲渡所得が分離課税の対象ではなく、総合課税の対象であることを理由として、
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令和元年分については、源泉徴収税額の計上漏れを理由として、それぞれ更正の

請求をした。

しかしながら、平成 30 年分更正の請求について、本件各持分の譲渡による譲

渡所得は分離課税の対象となるから、平成30 年分更正の請求には理由がない。

また、令和元年分更正の請求について、原告が計上漏れとした源泉徴収税額は認

められるが、本件株式の譲渡による麟渡所得に関しては、原告が令和元年分確定

申告書において計算した総合課税の対象ではなく、分離課税の対象となり、計算

の結果、令和元年分の所得税等の納付すべき税額が令和元年分確定申告書に記載

された額より過大となることから、理由が：よい。

したがつて、本件各通知処分はいずれも適法である。

以上

．．
 

． 
． ． ． ．．

 

．．
 

．．
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別表2

1 分離短期譲渡所得の金額 償砥． ：•印

曹
鼻
｀

” • ▼ ヽ - ... -' .,. :. ・'- ヽ ... _.. -... 
，平蹟が成定3 0申年分告，て

.. ~ ●ー. ・・.`＇ , 
I 

•項、-, 目 ヽ • 更正処分`9 . : , -- ． 9 - ”・
分離短期鵬渡所得に係る総収入金額 ① 

.” ' ,. .• ．、
磁，9競｀ 

50 9,0 LOOO .. ・り・・→ 9 
①に係る取得費の金 、 、9 ② 412,335 : 額 ，T ~▼ヽ"'"' "' ,. : 412,335 •. . ' .. . 

①に係る譲渡費用の金額 ．． ｀ 9；③~ ~, 8,60 , 0 .. 8・6QO ．．．．^  r^ ←.... .... ., -・ `, m•."—•' ”’" "、 . ご． 9，.
分離短絹麟攀所得の金額（①―②―③) ’④ kヽ . • - 42’’,0̀ ‘ 27 

:] 

79, 065 
し・ ヽ~

:2 分離長期璽渡所得の金額・、. ~• ▼・ 、一， 9・9 -- -- -
，； ．・・ 

、 平成.,3 。王•9年9. .含• •• ̀ i: ーシ ,. 
＇ .、≫ ‘ ・: 

．，項目 .., ー更正処分 i 

ー・ :'ロ--• .•→‘·:.卜· • 4. ； .'. ，確，定＾ ‘'., . ; :':. . -•• ;．． ^、．． 口と： ＂ • •:. 「 •9 ， ．， 
分離長期繭渡所得に係る総収入金額 ’① • 

9』 2・97 o; -0.0'0 •• 2,970,000 .. ' ; ヽ~

①に係る取得費の金額
••、.

｛ ②ーワ， 』： ｀ 478 .i5po :. 148 ，ヨ50 Q＇
`‘ i 

： 

①に係る麟震費用の金額
、F・・、，

＇一③＇＿
尋．~． ．▼

9, 14¢ 9,14ヽ•• 0 
§ ―, •'• ,.ヽ

分離長期麟約形じの金額（①-②.....:. ：③） ④ ―ー，＂ん―` ＂^▲＂ /••, 2, 482,360 & 812, 36o . ,,-~ ・, .. . ·- ,·· •』 t、 ぅ`

し、

。（単位t皿

； 、ヽ

3 上場株式等の論濃爾得の金額 —• " ・・ •, ~・ ” .、 ・ ほ匹．．阿 ，

＇ 項 目 ． ；百元、申年魯 更正処分 • 
... 

: : /・総合貶期麟渡所得に係る総収入金額’・・， ①.,— ”. -....^ •, 2; 79 .Al50 0 
• : ・，・．に係も取得費 ‘• 一， ＾ ＇ ，9、 ． ② .—- 1;螂，・205 e ’ 釘 ，’ 

， 幽合長 ＇~， ．＇に係る所得金 ー：・③ iー一，．、 9. 謳匹~ 9 -、 q 
拿旦叫知む疇の畠日荀所得に係る、総隕じし鉦額 ， ④＇,『 ·:、 ~` .0~ しー、＂ ＆穴凧I随

，．・ ④に係る取得費w . ^ • `̀  , R '9 ．ヽ ・い 、9 ., ` , l, ●団108, 258 
乞 上割和這釧範幻輝の金韻＾（④—⑤) ⑥ ，一~ ”ー裏 ＞。 ・ • ．見 1，郎し，·マ，•て一．
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